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1 事情変更の法理の明文化

事情変更の法理

明文化

2 要件及び効果

1 要件

3要件

2 効果

3 実務の観点から見た懸念

1

要件・効果ともに明文化することは実

務的観点から見て妥当でない

［注1］　大判昭和19年12月6日民集23巻613頁、最判昭和29年2月12日
民集8巻2号448頁、最判平成9年7月1日民集51巻6号2452頁他

特別連載

民法（債権法）改正
の個別論点とその問題点Vol.10

Ⅰ 事情変更の法理
民法改正問題特別委員会 委員　平 井 信 二
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の個別論点とその問題点Vol.10

2

契約の拘束力か

ら免れたいと考える紛争当事者が、この法理を濫用的

に主張する例が増加するおそれ

3

適用の有無を要件で明確に切り分けることが

できるか

要件を明文化することによりかえって具体的妥

当性が保てない結果ともなりうる

4 効果

私的自治に対す

る過度の介入

［注2］　新版注釈民法（13）69頁以下［五十嵐清］

［注3］　最判昭和26年2月6日民集5巻3号36頁、最判昭和31年5月25日
民集10巻5号566頁

［注4］　新注釈民法（13）　87頁［五十嵐清］
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5

［注5］　大判昭和19年12月6日民集23巻613頁

6

［注6］　石川博康「中国および台湾における事情変更の原則」岡=沖野＝山
下編『東アジア私法の諸相』所収167頁以下

［注7］　なお、ウィーン売買契約第79条に関し、事情変更の法理を定めたも
のとの見解も存在するところですが、（加藤亮太郎「ウィーン売買条約にお
ける事情変更の原則～CISG第79条について～」国際商事法務Vol.37、
No.1）、同条により免責の対象となるのは損害賠償責任のみであり（同条第
5項）、不履行の相手方当事者が有する契約解除権等の権利は何らの影響
も受けないとされており（曽野=山手著「現代法律学全集60　国際売買
法」263頁）、同条が日本法でいうところのいわゆる事情変更の法理を定め
たものと理解するのは一般的ではないように思われます。

1 売買に関する基本方針の
主な新たな提案

売主の担

保責任を債務不履行責任とする基本方針の内容及びその

問題点

Ⅱ 売買2
民法改正問題特別委員会 事務局員　辻 村 和 彦
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2 強制競売等における買受人の
救済手段の改正

権利の瑕疵の場合

と物の瑕疵の場合との区別を否定

3 新築住宅の売主に関する
特則規定の新設

住宅の品質確保の促進等に

関する法律 の私法規定

の実質的内容を民法の売買の規定中に取り込み 耐久

性を有する新築建物」の売主は、その「建物の耐久性に

かかわる基礎構造部分」について存する瑕疵についての

責任期間を10年とする

品確法95

条の趣旨が没却される危険

債権時効の

一般原則と比較して、買主が不利になることがないよう

十分に配慮

4 瑕疵ある目的物が滅失した場合の
危険の移転についての特則の新設

瑕疵ある目的物が引渡後に滅失

した場合 瑕疵のない目的物
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の引渡しを請求

滅失した瑕疵ある目的物の価額を返還する義務

買主

は履行請求権を放棄すれば、代金支払義務を免れるが、②の

価額返還義務は負担する 5 試味売買の規定の新設

試味売

買

規定

を新設する趣旨には賛同

1 基本方針の概要

本

来型の債権者代位権

転用型の債権者代位権

Ⅲ 債権者代位権（転用型、その他）
民法改正問題特別委員会 事務局員　髙 尾 慎 一 郎
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2 転用型の債権者代位権の要件

1

「債

務者に属する当該権利を行使することを当該債権者が

債務者に対して求めることができる場合」

「債務者が当該権利を行使しないことによって、債権

者の当該債権の実現が妨げられているとき」

2

基本方針が提案する要件

は、厳格ないし硬直的にすぎる

3

「債務者が当該権利を行使しないことによって、

債権者の債権の実現が妨げられている場合において、

債権者の当該債権の実現のために、債権者が債務者に

属する当該権利を行使することが必要不可欠であり、

他に方法がないとき」 不可

欠性・必要性・補充性による要件化を提案

3 債務者への通知

1
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債務者への通知制度

2

対案

4 債権者代位訴訟についての
規定の設置

債権者代位訴訟につ

いて規定を設置

債務者に対する処分制限効
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5 債権者の権利義務

債権者の権利義務

1 はじめに

2 継続的契約の定義

継続的契約 契約の

性質上、当事者の一方または双方の給付がある期間にわ

たって継続して行なわれるべき契約

（分割履行契約）は、継続

的契約に含まれないもの

3 継続的契約の終了

期

間の定めのない継続的契約について、合理的な期間をお

いての申入れを終了事由

期間の定めのある継続的契

約について、①期間満了を終了事由

4 定義の問題点

Ⅳ 継続的契約等
民法改正問題特別委員会 委員　中 祖 康 智
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継続的契約の定義について、

なお検討を要する

5 消費者契約における問題点

消費者契約では期間の定めが

あっても消費者からの解約の申入れにより継続的契約は

終了する旨の規定を新設

6 多数当事者型継続的契約

多数当事者型継続的

契約


